
今まで取得した知識・技術を教えたい！伝えたい！あなたへ

令和8年度

ながくて・学び・アイ講座とは
この講座は講師も受講生も「学び合う」ことを目的とした講座です。

講師経験のない方も大歓迎！講座の企画・運営を通して、今まで

学んできたことや習得した技術を、受講生に教えるということを学びます。

ぜひ、あなたの得意分野で講師デビューしてみませんか。

長久手市生涯学習課
0561-61-3411(文化の家 )

お問合せ：

令和8年1月14日（水）～令和8年2月5日（木）
※窓口・郵送で応募。郵送の場合は2月5日(木 )消印有効。

2月末選考、3月末ごろ決定予定（14講座程度採用予定）

講座2ヶ月前の1日から20日まで

※開講には一定人数以上(研修室は8人以上、講義室・和風会議室は5人以上 )
   の受講生の応募が必要です。

受講生募集

講 師 募 集

申込書、募集要項等は市ホームページからダウンロードできます。

講座開講期間：令和8年9月～令和9年2月(予定)

講師デビューしてみませんか！講師デビューしてみませんか！

こんなあなたにおすすめ
・今までアシスタント・サブ講師を行ってきた。講師としてデビューしたい。

・地域で子どもを対象に習字、クラフト等を教えてきた。18歳以上の人に教えてみたい。

※１人では不安・・・という場合、師事している助言者の方を講師に呼んでいただけ

ます。

選考・採用

講 座 開 始
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ながくて・学び・アイ講座講師募集要項

開講可能日

９月６日（日）、９月１６日（水）、１０月１０日（土）、１０月２３日（金）、１１月５日（木）、

１１月１５日（日）、１１月２４日（火）、１２月１０日（木）、１２月１９日（土）、

１月１３日（水）、２月１４日（日）、２月２６日（金）

※上記から希望日を選択していただきます。

応募資格 満 18 歳以上の方。市内在住・在勤は問いません。

募集数 14 人（14 講座）程度

講座内容

・知識や特技、趣味などを活かした初心者向けの講座で、公民館の設備で実施可能なもの。

・長久手市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方を対象としたもの。

※子どものみを対象とした講座は募集しません。

・受講生が打ち解け、学習の仲間づくりができるよう、講座内で自己紹介や、

可能な限りペアワーク・グループワーク等の時間を設けてください。

・講座成立には、規定人数以上の受講生の応募（研修室は８人、和風会議室及び講義室は

５人以上）が必要です。

・魅力的な講座名や内容となるよう工夫をしてください。

講師条件

・市が主催する講師向け講習（２～３時間程度、５月もしくは６月開催予定）を受講してください。

・上記講習受講後から市が指定する期日までに、受講生を募集するためのチラシを作成し、デー

タを提出してください。（データで作成が出来ない場合に限り手描きでも可とする）

提出されたチラシデータを元に市で印刷をし、長久手市役所西庁舎はじめ主な市公共施設に、

受講生募集期間に合わせて掲示もしくは設置を行います。

開講時間

・回数

１回の講座は９０分もしくは１２０分とし、次のいずれかとします。

・午前の講座 ９:３０～１２:００の間の９０分もしくは１２０分

・午後の講座 １３:００～１７:００の間の９０分もしくは１２０分

・夜間の講座 １８：００～２０：３０の間の９０分もしくは１２０分 （※日曜日は夜間開催不可）

講座の開講は１回とします。

・受講生が受講しながら学びを深めていく、カリキュラムを企画してください。

・講師は、開講時間の 30 分前から会場に入室できます。また、会場予約は講座の終了時

間から 30 分までとさせていただきます。準備、片付けはそれぞれ 30 分以内に収めてい

ただきますようお願いします。

・講座開設日時、会場が重複した場合などは、希望どおりに開講できない場合があります。

定 員
指導方法、会場などを検討のうえ、10 人以上の定員を設定してください。

※ただし、研修室を会場とする講座は、15 人以上とします。
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会場

○長久手市公民館 （長久手市役所西庁舎 3 階） ※別紙配置図も参照ください

研修室（防音）、講義室、和風会議室のいずれか

・ 楽器の利用は研修室のみ可能です。

・ 公民館には更衣室・託児所はありません。

講師謝礼

講座１回５,０００円（交通費、諸税含む)。

サブ講師は、実技指導などで特に必要があると認められる場合については考慮します。

（※講座１回１,２００円、交通費含む）。

なお、サブ講師は、講師が確保してください。

※ 申込書提出時にその旨をお伝えください。それ以後は受け付けません。

謝礼は、講座終了後に口座振込とします。

教材費は、市が実費で受講生から徴収し、講座開始前に講師へ支払います。

講座運営

・講座の企画、教材等の準備は、講師が責任を持って行ってください。

・会場の準備、後片付けは、受講生と協力して行ってください。

・会場準備は、講座開講時間の 30 分前から行うことができます。

・講座終了後、講座報告書とアンケートを提出してください。

・講座日程は、受講生の募集開始後は変更できません。

・長久手市に、「暴風警報」または「南海トラフ地震臨時情報」が発令される等、不測の事態

(個人的な理由を除く)により中止となったときは、生涯学習課と相談のうえ別日程での開催を

含めた対応をしてもらうこととなります。なお、新型コロナウイルス等の感染症の影響により、

講座の変更や中止をする場合があります。

※変更可能期間：令和８年９月 1 日(火)から令和９年２月２８日(日)まで（状況により期間を超

えて調整する場合があります）

選考
ながくて・学び・アイ講座選考会において講座内容を選考

→長久手市生涯学習課(長久手市社会教育委員会)において決定

選考基準

別紙選考基準を参考。なお、次のいずれかに該当する場合は、不採用とします。

（１） 各施設の構造、用途などを考慮していないもの

また、施設又は付属設備等を毀損する恐れのあるもの

（２） 物品販売及びあっせん、特定の企業等の利益に資する活動等

営利活動を目的とするもの

（３） 特定の政党や政治家の利益に関する活動等、政治活動とみなされるもの

（４） 特定の宗教の宣伝、布教及び支持を目的とするもの

（５） 特定の流派、会派、教室、その他組織の勧誘を目的とするもの

（６） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

（７） 開講希望日時で開講場所の確保ができないもの

（８） 受講者の個人情報に関わるような個別の相談となるもの

（９） 著作権法に違反している教材を使用するもの

（10） 過去２回以内の講師募集時における開講講座において、誓約違反があったもの

（11） （１）～（10）以外で、講座として実施することが望ましくないもの

採用の

可否

３月末～４月上旬を目途に通知します。

採用となった講師の講座のみ、受講生を募集します。
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受講生

の募集

講座日２か月前の１日から２０日までが募集期間の予定です。

広報ながくて、ホームページに掲載します。

講座の

中止

講座実施の際に、上記の審査基準（１）～（11）に掲げる事項に該当すると認め

られた場合は、講座を中止します。

申込期間
令和８年１月１４日（水）から令和８年２月５日（木）まで

※ 郵送は２月５日（木）までの消印を有効とします。

提出書類

1 講座講師申込書（表･裏）

２ 講座計画書

３ 誓約書

必要事項を記入し、郵送もしくは文化の家窓口への持参にて申し込みください。

※ 提出された書類は返却しません。必要であればご自身でコピー等をとり、保管してください。

提出先

及び

問合せ

〒480-1166 長久手市野田農 201 番地

長久手市 生涯学習課 事業係（長久手市文化の家内） 担当：松崎

TEL 0561-61-3411（文化の家受付） FAX 0561-61-2510

◎受付時間 午前９時から午後５時まで

※文化の家休館日（原則月曜日、月曜日が祝日の場合には翌火曜日）を除きます
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公民館では、以下の利用や行為はできません。

○ 営利目的の利用（＊１）及び宗教・政治活動を目的とした利用

● 暴力団の活動、暴力団の利益を目的とした利用

○ 食事を主にしたり、飲食を伴うパーティ等での利用（会議等に伴って発生する軽度の飲食は可）

● 施設内での調理や飲酒

○ 火気の使用や危険な行為

● 施設を汚したり、壊したりする行為

○ 研修室以外での楽器使用（防音設備が無いため）

◎ 盗難等については、使用者自ら十分注意してください。公民館は一切その責任を負いません。

＊１ 営利活動の例 条件等

講師主催での受講料のあるお稽古・教室
受講生主体のサークル活動は可。ただし、責任者と講師が同一

のサークルや、指導者の方の申し込みは不可。

物販
商品の販売・展示、実演等による商品の説明会など営利、宣伝

を目的として行う活動は不可。

企業のセミナー（有料の場合） 有料の場合は不可。無料かつ営利・営業活動がなければ可。

企業の採用面接・会社説明会・インターン対応・社内会議・社内

研修等は可。ただし、金銭の授受が発生する場合は不可。

公民館の注意事項について


